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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3425,0 くるみ親子の歯科医院 〒310-0812
水戸市浜田１－１８－２
１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1250号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第318号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

01,3440,9 高崎歯科医院 〒310-0026
水戸市泉町１－４－１４

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第857号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

03,3145,0 ウララ歯科クリニック 〒300-0036
土浦市大和町９－２ウラ
ラ２－２０４

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第313号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

05,3034,1 須藤歯科医院 〒315-0033
石岡市東光台４－１１－
１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1252号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

11,3044,8 秋葉歯科医院 〒300-2746
常総市鴻野山３３９－１

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第426号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

16,3019,9 湊歯科医院 〒309-1613
笠間市石井１０２５－１

光学印象
　　　（光印象）第254号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

17,3126,0 医療法人社団すみれ会
ひがしはら歯科医院

〒302-0026
取手市稲１０１４番地１

光学印象
　　　（光印象）第253号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

17,3144,3 取手かわらご歯科 〒302-0034
取手市戸頭７－７－３フ
ォレストモール

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1251号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

19,3057,3 アリス歯科医院 〒300-1221
牛久市牛久町３３１８－
３１

手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第206号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第189号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

19,3101,9 ふじた歯科 〒300-1205
牛久市東大和田町くみぬ
窪３４５－１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第314号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

20,3061,3 加園歯科医院 〒300-4201
つくば市寺具６７１－４

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第315号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

20,3097,7 渡辺歯科医院 〒305-0033
つくば市東新井１８－１
０

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第318号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第257号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
光学印象
　　　（光印象）第255号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

20,3245,2 つくばデンタルクリニ
ック

〒305-0044
つくば市並木三丁目１０
番６

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第591号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

20,3251,0 アース歯科クリニック
つくば

〒305-0031
つくば市吾妻一丁目８－
１０ＢｉＶｉつくば４階

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第669号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
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21,3052,0 大島歯科医院 〒312-0041
ひたちなか市西大島３－
１８－１５

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第975号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

21,3094,2 あおば歯科クリニック 〒312-0052
ひたちなか市東石川字下
屋敷３６１４－１ヨ－ク
タウンひたちなか店　サ
－ビス棟

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第427号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

24,3075,5 河合歯科 〒302-0108
守谷市松並１８６６番３

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第316号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

24,3080,5 アース歯科クリニック
守谷

〒302-0115
守谷市中央４丁目１０－
９ブライト１０１号室

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第668号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第425号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第317号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

27,3010,5 うえだ歯科 〒300-0508
稲敷市佐倉３０８３

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第317号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日


